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（
財
政
金
融
委
員
会
）

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
七
号
）
（
衆

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
（
以
下
「
大
震
災
」
と
い
う
。
）
の
被
災
者
等
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
等
の
た
め
、
国
税
関

係
法
律
の
特
例
を
定
め
る
た
め
の
法
律
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
所
得
税

１

大
震
災
に
よ
る
住
宅
・
家
財
等
の
損
失
に
つ
い
て
、
雑
損
控
除
又
は
災
害
減
免
法
に
よ
る
所
得
税
の
減
免
措
置
の
前
年

分
に
お
け
る
適
用
を
認
め
る
。
ま
た
、
雑
損
失
の
繰
越
控
除
期
間
を
五
年
（
現
行
三
年
）
と
す
る
。

２

大
震
災
に
よ
る
事
業
用
資
産
の
損
失
に
つ
い
て
、
前
年
分
の
事
業
所
得
の
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
と

も
に
、
純
損
失
の
繰
越
控
除
期
間
を
五
年
（
現
行
三
年
）
と
す
る
。

３

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て
、
適
用
住
宅
が
大
震
災
に
よ
り
滅
失
等
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
平
成
二
十
四
年
分
以
降

の
残
存
期
間
の
継
続
適
用
を
認
め
る
。

４

平
成
二
十
三
年
、
二
十
四
年
、
二
十
五
年
分
の
所
得
税
に
お
い
て
、
大
震
災
関
連
寄
附
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
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る
。

①

寄
附
金
控
除
の
控
除
可
能
限
度
枠
を
総
所
得
金
額
の
八
十
％
（
現
行
四
十
％
）
に
拡
大
す
る
。

②

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
、
被
災
者
の
救
援
活
動
等
の
た
め
募
集
す
る
寄
附
に
つ
い
て
、
指
定
寄
附
金
と
し
て
指
定
し

た
上
で
、
税
額
控
除
制
度
（
税
額
控
除
率
四
十
％
、
所
得
税
額
の
二
十
五
％
を
限
度
）
を
導
入
す
る
（
所
得
控
除
制
度

と
の
選
択
制
）
。

二
、
法
人
税

１

法
人
の
欠
損
金
額
の
う
ち
大
震
災
に
よ
る
損
失
金
額
の
全
額
に
つ
い
て
、
二
年
間
ま
で
遡
っ
て
繰
戻
し
に
よ
る
法
人
税

額
の
還
付
を
認
め
る
。

２

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
資
産
（
建
物
、
構
築
物
、
機
械
装
置
、
船
舶
、

航
空
機
、
車
両
）
の
代
替
と
し
て
取
得
す
る
資
産
等
に
つ
い
て
、
特
別
償
却
を
認
め
る
。

３

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
被
災
区
域
内
の
土
地
等
を
譲
渡
し
、
国
内
に
あ
る
土
地
、
建
物
そ
の
他

の
減
価
償
却
資
産
を
取
得
す
る
場
合
等
に
、
そ
の
譲
渡
益
の
課
税
の
繰
延
べ
（
百
％
の
圧
縮
記
帳
）
を
認
め
る
。

三
、
資
産
税
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１

大
震
災
前
に
取
得
し
た
財
産
に
係
る
相
続
税
・
贈
与
税
で
、
大
震
災
後
に
申
告
期
限
が
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
指

定
地
域
内
の
土
地
等
及
び
一
定
の
非
上
場
株
式
等
の
価
額
を
大
震
災
後
を
基
準
と
し
た
評
価
額
と
す
る
こ
と
等
を
認
め

る
。

２

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
税
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
た
住
宅
が
、
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
て
居
住

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
住
宅
へ
の
居
住
要
件
を
免
除
等
す
る
。

３

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
被
災
し
た
建
物
、
船
舶
、
航
空
機
に
代
え
て
新
築
、
建
造
等
す
る
建
物
、

船
舶
、
航
空
機
等
に
係
る
登
録
免
許
税
を
免
税
と
す
る
。

四
、
消
費
課
税

１

大
震
災
に
よ
り
滅
失
等
し
た
建
物
の
代
替
建
物
を
新
築
等
す
る
場
合
等
に
お
い
て
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
、
被
災
者
が
作
成
す
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
書
等
に
係
る
印
紙
税
を
非
課
税
と
す
る
。

２

被
災
自
動
車
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
車
検
残
存
期
間
に
相
当
す
る
納
付
済
み
自
動
車

重
量
税
を
還
付
す
る
。

３

被
災
自
動
車
の
使
用
者
が
新
た
に
取
得
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
新
規
車
検
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等
の
際
の
自
動
車
重
量
税
を
免
除
す
る
。

４

揮
発
油
税
等
の
「
当
分
の
間
」
税
率
の
課
税
を
停
止
す
る
措
置
（
い
わ
ゆ
る
「
ト
リ
ガ
ー
条
項
」
）
に
つ
い
て
、
別
に

法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
そ
の
適
用
を
停
止
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


